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(57)【要約】
　マルチ無線デバイスを用いた適応スキャン。モバイル
デバイスは、データ送信中断を最小化するために、第２
の無線（たとえば、ワイヤレスローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）無線）の測定アクティビティ（たとえ
ば、スキャン周期）を動的に適応させる（たとえば、調
節する）ように、第１の無線（たとえば、ロング・ター
ム・エボリューション（ＬＴＥ）無線）に関連付けられ
た確立された通信の信号品質（たとえば、ＲＳＳＩ、Ｒ
ＳＲＰ）をモニタし得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信の方法であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定することと、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較することと、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させることと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線を無効にすること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第１の無線
の接続を中断することと、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させることと、
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線
のための誤ったチャネル品質レポートを送信することと、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信することと、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させることと、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、またはこれらの任意の組合せに少なくとも
部分的に基づいて前記スキャンアクティビティを適応させること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＴを備え、前
記第２のＲＡＴは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ＲＡＴを備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴを備え、前記第２のＲＡＴは、ＬＴＥ　ＲＡＴ
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ライセンスされていないスペクトルは、Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域を備える、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定するための信号品質検出器と、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較するための信号品質比較器と
、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させるための適応スキャナと、
　を備える、装置。
【請求項１３】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させるための周期インクリメンタ
　を備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させるための周期デクリメンタ
　を備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線を無効にするためのディセーブラ
　を備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第１の無線
の接続を中断するためのインタラプタと、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させるための周期インクリメンタと、
　をさらに備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線
のための誤ったチャネル品質レポートを送信するためのチャネル品質レポータと、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信するための受
信機と、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させるための周期デクリメンタと、
　をさらに備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、またはこれらの任意の組合せに少なくとも
部分的に基づいて前記スキャンアクティビティを適応させること
　を備える、請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
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　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定するための手段と、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較するための手段と、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させるための手段と、
　を備える、装置。
【請求項２０】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させるための手段
　を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させるための手段
　を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値を上回るとき、前記第２の無線
を無効にするための手段
　を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記
第１の無線の接続を中断するための手段と、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させるための手段と、
　をさらに備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記
第２の無線のための誤ったチャネル品質レポートを送信するための手段と、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信するための手
段と、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させるための手段と、
　をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、またはこれらの組合せに少なくとも部分的
に基づいて前記スキャンアクティビティを適応させるための手段
　を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＴを備え、前
記第２のＲＡＴは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ＲＡＴを備える
、請求項１９に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴを備え、前記第２のＲＡＴは、ＬＴＥ　ＲＡＴ
を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２８】
　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させるための
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手段
　をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２９】
　前記ライセンスされていないスペクトルは、Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域を備える、請
求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的なコンピ
ュータ読取可能な媒体であって、前記コードは、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定することと、
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質を、しきい値と比較することと、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させることと、
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ読取可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　[0001]本特許出願は、この譲受人に譲渡され、２０１５年１月２２日に出願され「Adap
tive Scanning with Multi-Radio Device」と題されたＷａｎｇによる米国特許出願第１
４／６０３，２３４号に対する優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　開示の分野
　[0002]以下は、一般に、ワイヤレス通信に関し、さらに詳しくは、マルチ無線デバイス
を用いた適応スキャンに関する。
【０００３】
　関連技術の説明
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャスト等のような様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開さ
れている。これらシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、
および電力）を共有することによって、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能
な多元接続システムであり得る。
【０００４】
　[0004]ワイヤレスネットワーク、たとえば電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格
の体系（「Ｗｉ－Ｆｉ」）のうちの１つに従って動作するネットワークのようなワイヤレ
スローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）は、１つまたは複数の局（ＳＴＡ）またはモ
バイルデバイスと通信し得るアクセスポイント（ＡＰ）を含み得る。ＡＰは、インターネ
ットのようなネットワークに結合され得、モバイルデバイスが、ネットワークを介して通
信すること、または、ＡＰに結合された他のデバイスと通信することを可能にし得る。い
くつかの例では、ワイヤレスネットワークは、異なるタイプのＡＰおよび基地局が、様々
な地理的領域のためのカバレッジを提供するヘテロジニアスなネットワークであり得る。
たとえば、ワイヤレスネットワークは、ＷＬＡＮとロング・ターム・エボリューション（
ＬＴＥ（登録商標））ネットワークとの両方をサポートし得る。
【０００５】
　[0005]モバイルデバイスは、ＷＬＡＮ無線またはＬＴＥ無線を利用してワイヤレスネッ
トワークと双方向に通信し得、モバイルデバイスは、どの無線がより良好な動作を提供す
るかを決定するために、規則的な測定を行い得る。しかしながら、いくつかのシナリオで
は、このような測定を行うことは、モバイルデバイス動作に負の影響を与え得る。したが
って、測定を行うことが好ましいデバイス動作に至らないことがある状態を識別すること
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が有利であり得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]マルチ無線デバイスにおける無線リソースを最大化するためのシステム、方法、
および装置が説明される。本開示に従って、モバイルデバイスは、データ送信中断（inte
rruption）を最小化するために、第２の無線（たとえば、ＷＬＡＮ無線）のスキャン動作
を動的に適応させるように、第１の無線（たとえば、ＬＴＥ無線）に関連付けられた確立
された通信の信号品質をモニタし得る。
【０００７】
　[0007]モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信の方法が説明される。この方法は、第
１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチャネ
ルのための信号品質を決定することと、第１の無線のための決定された信号品質を、しき
い値と比較することと、この比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用す
る第２の無線のスキャンアクティビティを適応させることと、を含み得る。
【０００８】
　[0008]モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置も説明される。この装置
は、第１のＲＡＴを利用する第１の無線のための少なくとも１つのチャネルのための信号
品質を決定するための信号品質検出器と、第１の無線のための決定された信号品質を、し
きい値と比較するための信号品質比較器と、この比較に少なくとも部分的に基づいて、第
２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャンアクティビティを適応させるための適応スキ
ャナと、を含み得る。
【０００９】
　[0009]モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のためのさらなる装置も説明される。
この装置は、第１のＲＡＴを利用する第１の無線のための少なくとも１つのチャネルのた
めの信号品質を決定するための手段と、第１の無線のための決定された信号品質を、しき
い値と比較するための手段と、この比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを
利用する第２の無線のスキャンアクティビティを適応させるための手段と、を含み得る。
【００１０】
　[0010]モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的な
コンピュータ読取可能な媒体も説明される。コードは、第１のＲＡＴを利用する第１の無
線のための少なくとも１つのチャネルのための信号品質を決定することと、第１の無線の
ための決定された信号品質を、しきい値と比較することと、この比較に少なくとも部分的
に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャンアクティビティを適応させる
ことと、を行うために実行可能な命令を含み得る。
【００１１】
　[0011]上記説明された方法、装置、または非一時的なコンピュータ読取可能な媒体のい
くつかの例において、第２の無線のスキャンアクティビティを適応させることは、第１の
無線のための信号品質が、しきい値よりも大きいとき、第２の無線のスキャン周期（scan
 periodicity）を増加させることを含み得る。それに加えて、または、その代わりに、第
２の無線のスキャンアクティビティを適応させることは、第１の無線のための信号品質が
しきい値以下であるとき、第２の無線のスキャン周期を減少させることを含み得る。
【００１２】
　[0012]上記説明された方法、装置、または非一時的なコンピュータ読取可能な媒体のい
くつかの例では、第２の無線のスキャンアクティビティを適応させることは、第１の無線
のための信号品質が、しきい値を上回るとき、第２の無線を無効にすることを含み得る。
それに加えて、または、その代わりに、いくつかの例は、第１の無線のための決定された
信号品質に基づいて、第１の無線の接続を中断すること（interrupting）と、第１の無線
の接続を中断すると、第２の無線のスキャンアクティビティを増加させることと、のため
の特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１３】
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　[0013]上記説明された方法、装置、または非一時的なコンピュータ読取可能な媒体のい
くつかの例はさらに、第１の無線のための決定された信号品質に少なくとも部分的に基づ
いて、第２の無線のための誤った（false）チャネル品質レポートを送信することと、誤
ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信することと、受信され
たメッセージに基づいて、第２の無線のスキャンアクティビティを減少させることと、の
ための特徴、手段、または命令を含み得る。それに加えて、または、その代わりに、スキ
ャンアクティビティを適応させることは、電力使用、信号品質の履歴、または基地局の近
接（proximity）のうちの少なくとも１つに基づいて、スキャンアクティビティを適応さ
せることを含み得る。
【００１４】
　[0014]いくつかの例では、第１のＲＡＴはＬＴＥ　ＲＡＴであり得、第２のＲＡＴはＷ
ＬＡＮ　ＲＡＴであり得る。あるいは、第１のＲＡＴはＷＬＡＮ　ＲＡＴであり得、第２
のＲＡＴはＬＴＥ　ＲＡＴであり得る。
【００１５】
　[0015]上記説明された方法、装置、または非一時的なコンピュータ読取可能な媒体のい
くつかの例はさらに、ライセンスされていないスペクトル内で第１および第２の無線を動
作させる（operating）ための特徴、手段、または命令を含み得る。ライセンスされてい
ないスペクトルは、たとえば、Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域であり得る。
【００１６】
　[0016]前述したものは、以下に続く詳細な説明がより良く理解され得るために、本開示
に従って、例の特徴および技術的利点をむしろ広く概説した。追加の特徴および利点が、
以下に説明されるであろう。開示された概念および特定の例は、本開示の同じ目的を実行
するための他の構成を修正または設計するための基礎として容易に利用され得る。このよ
うな等価な構造は、添付された特許請求の範囲の範囲から逸脱しない。本明細書に開示さ
れた概念の特性は、添付図面と関連して考慮されるとき、それらの体系および動作の方法
の両方とも、関連付けられた利点とともに、以下の説明からより良好に理解されるであろ
う。図面の各々は、例示および説明のみの目的のためであって、特許請求の範囲の限定の
定義としてではなく提供される。
【００１７】
　[0017]本開示の本質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照して実現され得る
。添付図面では、同様のコンポーネントまたは特徴が、同じ参照ラベルを有し得る。さら
に、同じタイプの様々なコンポーネントが、ダッシュラベルおよび同様のコンポーネント
を区別する第２のラベルを参照ラベルに続かせることによって区別され得る。明細書にお
いて、単に第１の参照ラベルだけが使用されていている場合、この説明は、第２の参照ラ
ベルに関わらず、同じ第１の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのうちのいずれか
１つに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】[0018]図１は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビテ
ィを、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるためのワイヤレス通信システムの例を
例示する。
【図２Ａ】[0019]図２Ａは、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティ
ビティを、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるためのワイヤレス通信システムの
例を例示する。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビティ
を、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるためのワイヤレス通信システムの例を例
示する。
【図３】[0020]図３は、本開示の様々な態様に従う、ＷＬＡＮスキャンを、ＬＴＥ信号品
質に基づいて適応させるためのメッセージフローの例を例示する。
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【図４】[0021]図４は、本開示の様々な態様に従う、ＬＴＥスキャンを、ＷＬＡＮ信号品
質に基づいて適応させるためのメッセージフローの例を例示する。
【図５】[0022]図５は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビテ
ィを、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるためのモバイルデバイスのブロック図
を示す。
【図６】[0023]図６は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビテ
ィを、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるためのモバイルデバイスのブロック図
を示す。
【図７】[0024]図７は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビテ
ィを、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるための通信マネジャのブロック図を示
す。
【図８】[0025]図８は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビテ
ィを、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるための、モバイルデバイスを含むシス
テムのブロック図を例示する。
【図９】[0026]図９は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビテ
ィを、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるための方法を例示するフローチャート
を示す。
【図１０】[0027]図１０は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティ
ビティを、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるための方法を例示するフローチャ
ートを示す。
【図１１】[0028]図１１は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティ
ビティを、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるための方法を例示するフローチャ
ートを示す。
【詳細な説明】
【００１９】
　[0029]モバイルデバイスは、共有される周波数帯域内で独立して動作する複数の無線を
装備し得る。たとえば、モバイルデバイスは、ライセンスされたまたはライセンスされて
いないスペクトルを介してネットワークとの通信を確立し得るＷＬＡＮ無線およびＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａ無線を含み得る。マルチ無線デバイスでは、各無線は、向上した送信リソー
スを提供し得るＡＰまたは基地局のための地理的領域を周期的にスキャンし得る。しかし
ながら、いくつかのケースでは、たとえばＬＴＥ無線のような１つの無線を用いた確立さ
れたデータ送信は、たとえばＷＬＡＮ無線のような別の無線を用いて利用可能なリソース
をスキャンすることをサポートするために中断され得る。
【００２０】
　[0030]たとえば、マルチ無線デバイスは、ＬＴＥを介してアクティブに通信し得る。こ
れは、この通信を適切にサポートするＬＴＥ信号品質を有し得る。このデバイスが、たと
えばＷＬＡＮ無線に利用可能な信号品質を測定したとき、ＬＴＥを介した通信が中断され
得る。そして、ＬＴＥ信号品質は適切であるので、ＷＬＡＮ無線測定結果は、余分（supe
rfluous）であり得る。すなわち、いくつかのケースでは、ＷＬＡＮ無線のための信号品
質は、ＬＴＥ無線との通信を中止することを正当化しないことがある。なぜなら、ＬＴＥ
通信リンクは、適切または好適であるからである。したがって、本開示に従って、マルチ
無線デバイスにおける無線の測定アクティビティ（たとえば、スキャンアクティビティ）
は、このデバイスの別の無線の信号品質に基づいて動的に適応され得る。適切または好適
である通信リンクは、余分な測定を実行するために中断されないことがあるので、これは
、ネットワークスループットを向上し得る。
【００２１】
　[0031]したがって、同じ周波数帯域において独立して動作する複数の無線のうちの１つ
の適応スキャンが説明される。上記議論されたように、モバイルデバイスは、第１の無線
アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線と、第２のＲＡＴを利用する第２の無線と
を含み得る。いくつかの例では、第１および第２の無線は各々、ライセンスされたまたは
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ライセンスされていないスペクトルにおいて動作するＷＬＡＮまたはＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
無線である。他の例では、これら無線は、他のＲＡＴを利用し得る。モバイルデバイスの
１つの無線のためのスキャンアクティビティは、デバイスの異なる無線において観測され
た信号品質、利用可能なリソース、好適なリソース等に基づいて適応され得る。
【００２２】
　[0032]本開示に従って、モバイルデバイスは、第１のＲＡＴに関連付けられた第１の無
線の信号品質を決定し得る。信号品質決定は、受信信号強度インジケーション（ＲＳＳＩ
）、信号対雑音比（ＳＮＲ）、または有効データレートに基づき得る。いくつかの例では
、モバイルデバイスは、第１のＲＡＴの決定された信号品質を、あらかじめ決定されたし
きい値に対して比較し得、この比較に部分的に基づいて、第２のＲＡＴのスキャンアクテ
ィビティを適応（たとえば、増加、減少、または無効化）させ得る。
【００２３】
　[0033]以下の説明は、例を提供し、特許請求の範囲において記載された範囲、適用可能
性、または例の限定ではない。本開示の範囲から逸脱することなく、議論された要素の機
能および構成における変更がなされ得る。様々な例は、様々な手順またはコンポーネント
を、必要に応じて、省略、代用、または追加し得る。たとえば、説明された方法は、説明
されたものとは異なる順序で実行され得、様々なステップが、追加、省略、または組み合
わされ得る。また、いくつかの例に関して説明された特徴が、他の例においても組み合わ
され得る。上記説明された可変スキャンは、ＷＬＡＮ無線またはＬＴＥ無線に限定されな
いが、他の無線アクセス技術のために適用され得ることがさらに認識されるべきである。
【００２４】
　[0034]図１は、本開示の様々な態様に従うワイヤレス通信システム１００の例を例示す
る。システム１００は、基地局１０５、アクセスポイント（ＡＰ）１２０、モバイルデバ
イス１１５、およびコアネットワーク１３０を含む。コアネットワーク１３０は、ユーザ
認証、アクセス認可、トラッキング、インターネットプロトコル（ＩＰ）接続、および他
のアクセス、ルーティング、またはモビリティ機能を提供し得る。基地局１０５は、バッ
クホールリンク１３２（たとえば、Ｓ１等）を通してコアネットワーク１３０とインター
フェースする。基地局１０５およびＡＰ１２０は、モバイルデバイス１１５との通信のた
めの無線設定およびスケジューリングを実行し得るか、または、基地局コントローラ（図
示せず）の制御下で動作し得る。様々な例において、基地局１０５およびＡＰ１２０は、
バックホールリンク１３４（たとえば、Ｘ１等）を介して互いに、直接または間接的に（
たとえば、コアネットワーク１３０を通して）のいずれかによって通信し得、それは、ワ
イヤードまたはワイヤレス通信リンクであり得る。
【００２５】
　[0035]基地局１０５およびＡＰ１２０は、１つまたは複数のアンテナを介してモバイル
デバイス１１５とワイヤレスに通信し得る。基地局１０５およびＡＰ１２０の各々は、そ
れぞれの地理的カバレッジエリア１１０のための通信カバレッジを提供し得る。いくつか
の例では、基地局１０５は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線
トランシーバ、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、
または他のいくつかの適切な用語として称され得る。基地局１０５およびＡＰ１２０のた
めの地理的カバレッジエリア１１０は、カバレッジエリアの一部（図示せず）のみを構成
するセクタへ分割され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプの基地局１
０５およびＡＰ１２０（たとえば、マクロまたはスモールセル基地局）を含み得る。異な
る技術のためのオーバラップしている地理的カバレッジエリア１１０が存在し得る。
【００２６】
　[0036]モバイルデバイス１１５は、通信リンク１２５を使用して基地局１０５およびＡ
Ｐ１２０を通して互いに通信し得る一方、各モバイルデバイス１１５はまた、ダイレクト
ワイヤレスリンク１３５を介して１つまたは複数の他のモバイルデバイス１１５と直接通
信し得る。２つ以上のモバイルデバイス１１５は、これらモバイルデバイス１１５がとも
に地理的カバレッジエリア１１０にあるとき、または、ＡＰ地理的カバレッジエリア１１
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０内に１つのモバイルデバイス１１５しか存在しないか、または、どのモバイルデバイス
１１５も存在しないとき、ダイレクトワイヤレスリンク１３５を介して通信し得る。ダイ
レクトワイヤレスリンク１３５の例は、Ｗｉ－Ｆｉダイレクト接続、Ｗｉ－Ｆｉトンネル
ダイレクトリンクセットアップ（ＴＤＬＳ）リンクを使用して確立された接続、および他
のＰ２Ｐグループ接続を含み得る。他のインプリメンテーションでは、他のピアツーピア
接続またはアドホックネットワークが、システム１００内でインプリメントされ得る。
【００２７】
　[0037]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００は、ＬＴＥ／ＬＴＥアドバン
スト（ＬＴＥ－Ａ）ネットワークである。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでは、エボル
ブドノードＢ（ｅＮＢ）という用語は一般に、基地局１０５を説明するために使用され得
る一方、ユーザ機器（ＵＥ）という用語は一般に、モバイルデバイス１１５を説明するた
めに使用され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプのｅＮＢが、様々な
地理的領域のためのカバレッジを提供するヘテロジニアスなＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワ
ークであり得る。システム１００はまた、いくつかの例において、ＷＬＡＮネットワーク
をサポートし得る。たとえば、各ｅＮＢまたは基地局１０５およびＡＰ１２０は、マクロ
セル、スモールセル、または他のタイプのセルのための通信カバレッジを提供し得る。「
セル」という用語は、コンテキストに依存して、基地局、基地局に関連付けられたキャリ
アまたはコンポーネントキャリア、または、キャリアまたは基地局のカバレッジエリア（
たとえば、セクタ等）を説明するために使用され得る３ＧＰＰ（登録商標）用語である。
【００２８】
　[0038]マクロセルは一般に、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメータ
）をカバーし、ネットワークプロバイダとのサービス加入を有するモバイルデバイス１１
５による無制限のアクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較してより
低い電力の基地局であり、それは、マクロセルと同じまたは異なる（たとえば、ライセン
スされた、ライセンスされていない等）周波数帯域において動作し得る。スモールセルは
、様々な例に従って、ピコセル、フェムトセル、およびマイクロセルを含み得る。ピコセ
ルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワークプロバイダとのサービ
ス加入を有するモバイルデバイス１１５による無制限のアクセスを可能にし得る。フェム
トセルはまた、小さい地理的なエリア（たとえば、住宅）をカバーし得、フェムトセルと
の関連付けを有するモバイルデバイス１１５（たとえば、クローズされた加入者グループ
（ＣＳＧ）におけるモバイルデバイス１１５、住宅内におけるユーザのためのモバイルデ
バイス１１５等）によって制限されたアクセスを提供し得る。マクロセルのためのｅＮＢ
は、マクロｅＮＢと称され得る。スモールセルのためのｅＮＢは、スモールセルｅＮＢ、
ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、またはホームｅＮＢと称され得る。ｅＮＢは、１つまたは
複数（たとえば２、３、４等）のセル（たとえば、コンポーネントキャリア）をサポート
し得る。
【００２９】
　[0039]ワイヤレス通信システム１００は、同期または非同期の動作をサポートし得る。
同期動作の場合、基地局１０５は、同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局１
０５からの送信は、時間的にほぼアラインされ（aligned）得る。非同期動作の場合、基
地局１０５は、異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局１０５からの送信は、
時間的にアラインされないことがある。本明細書において説明された技法は、同期または
非同期動作のいずれかのために使用され得る。
【００３０】
　[0040]開示された様々な例のいくつかを適合させ得る通信ネットワークは、階層化され
たプロトコルスタックに従って動作するパケットベースのネットワークであり得る。ユー
ザプレーンでは、ベアラまたはパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）
レイヤにおける通信は、ＩＰベースであり得る。無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤは、論
理チャネルを介して通信するために、パケットセグメント化および再アセンブリを実行し
得る。媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤは、優先度ハンドリングと、論理チャネルのト
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ランスポートチャネルへの多重化とを実行し得る。ＭＡＣレイヤはまた、リンク効率を向
上させるため、ＭＡＣレイヤにおける再送信を提供するために、ハイブリッド自動再送要
求（ＨＡＲＱ）を使用し得る。制御プレーンでは、無線リソース制御（ＲＲＣ）プロトコ
ルレイヤは、モバイルデバイス１１５と基地局１０５との間のＲＲＣ接続の確立、設定、
および維持を提供し得る。ＲＲＣプロトコルレイヤはまた、ユーザプレーンデータのため
の無線ベアラのコアネットワーク１３０サポートのために使用され得る。物理（ＰＨＹ）
レイヤでは、トランスポートチャネルが、物理チャネルにマッピングされ得る。
【００３１】
　[0041]モバイルデバイス１１５は、ワイヤレス通信システム１００の全体にわたって分
散され得、各モバイルデバイス１１５は、据置式または移動式であり得る。モバイルデバ
イス１１５はまた、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレス
ユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバ
イス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末
、遠隔端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント
、または、他のいくつかの適切な用語を含み得るか、または、当業者によってこのように
称され得る。モバイルデバイス１１５は、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤ
レスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ
、ラップトップ・コンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ
）局等であり得る。モバイルデバイスは、マクロｅＮＢ、スモールセルｅＮＢ、リレー基
地局等を含む様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することができ得る。
モバイルデバイス１１５は、適応スキャン技法を適用するマルチ無線デバイスであり得る
。たとえば、モバイルデバイス１１５は、この無線（たとえば、ＬＴＥ無線またはＷＬＡ
Ｎ無線）の別の信号品質に基づいて、この無線のうちの１つのスキャン動作を動的に適応
させ得る。
【００３２】
　[0042]ワイヤレス通信システム１００において示される通信リンク１２５は、モバイル
デバイス１１５から基地局１０５またはＡＰ１２０へのアップリンク（ＵＬ）送信、また
は、基地局１０５またはＡＰ１２０からモバイルデバイス１１５へのダウンリンク（ＤＬ
）送信を含み得る。ダウンリンク送信はまた、順方向リンク送信とも呼ばれ得る一方、ア
ップリンク送信はまた、逆方向リンク送信とも呼ばれ得る。各通信リンク１２５は、１つ
または複数のキャリアを含み得る。ここで、各キャリアは、上記説明された様々な無線技
術に従って変調された複数のサブキャリアから構成された信号（たとえば、異なる周波数
の波形信号）であり得る。変調された各信号は、異なるサブキャリア上で送られ得、制御
情報（たとえば、基準信号、制御チャネル等）、オーバヘッド情報、ユーザデータ等を搬
送し得る。通信リンク１２５は、（たとえば、ペア（paired）スペクトルリソースを使用
する）周波数分割複信（ＦＤＤ）、または（たとえば、非ペア（unpaired）スペクトルリ
ソースを使用する）時分割複信（ＴＤＤ）動作を使用して双方向通信を送信し得る。フレ
ーム構造は、ＦＤＤ（たとえば、フレーム構造タイプ１）およびＴＤＤ（たとえば、フレ
ーム構造タイプ２）のために定義され得る。
【００３３】
　[0043]通信リンク１２５は、ライセンスされたスペクトルまたはライセンスされていな
いスペクトル、またはこの両方のリソースを利用し得る。概して、いくつかの管轄におけ
るライセンスされていないスペクトルは、６００メガヘルツ（ＭＨｚ）から６ギガヘルツ
（ＧＨｚ）へ及び得る。本明細書で使用されるように、「ライセンスされていないスペク
トル」または「共有スペクトル」という用語は、従って、それらの帯域の周波数に関わら
ず、産業、科学、および医学（ＩＳＭ）無線帯域を称し得る。いくつかの例では、ライセ
ンスされていないスペクトルは、Ｕ－ＮＩＩ無線帯域であり、それはまた、５ＧＨｚまた
は５Ｇ帯域とも称され得る。対照的に、「ライセンスされたスペクトル」または「セルラ
スペクトル」という用語は、所管官庁からの管理上の許可の下、ワイヤレスネットワーク
オペレータによって利用されるワイヤレススペクトルを称するために本明細書において使
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用され得る。
【００３４】
　[0044]ワイヤレス通信システム１００は、複数のセルまたはキャリアにおける動作、キ
ャリアアグリゲーション（ＣＡ）として称され得る特徴、または、マルチキャリア動作を
サポートし得る。キャリアはまた、コンポーネントキャリア（ＣＣ）、レイヤ、チャネル
等とも称され得る。「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「セル」、および「チ
ャネル」という用語は、本明細書において相互置換可能に使用され得る。モバイルデバイ
ス１１５は、キャリアアグリゲーションのために、複数のダウンリンクＣＣおよび１つま
たは複数のアップリンクＣＣを用いて構成され得る。キャリアアグリゲーションは、ＦＤ
ＤおよびＴＤＤコンポーネントキャリアの両方と共に使用され得る。
【００３５】
　[0045]デュアル無線モバイルデバイス１１５（たとえば、モバイルデバイス１１５－ａ
）のスキャンアクティビティは、確立された通信リンク１２５－ａの信号品質に基づいて
適応され得る。モバイルデバイス１１５－ａは、たとえば、強い信号の地理的カバレッジ
エリア１１０に配置され得、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線を利用するライセンスされたまたは
ライセンスされていないスペクトルを介してｅＮＢ１０５とのアクティブな接続１２５－
ａを確立し得る。モバイルデバイス１１５－ａは、確立された通信リンク１２５－ａの信
号品質に基づいて、モバイルデバイス１１５－ａのコロケートされたＷＬＡＮ無線のスキ
ャンアクティビティを適応させるべきかどうかを決定し得る。たとえば、モバイルデバイ
ス１１５－ａは、基地局１０５と、モバイルデバイス１１５－ａのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無
線との間の通信リンク１２５－ａのＲＳＳＩ、ＳＮＲ、またはデータレートに基づいて、
信号品質を測定し得る。
【００３６】
　[0046]いくつかの例では、モバイルデバイス１１５－ａは、通信リンク１２５－ａの測
定された信号品質を、信号品質しきい値と比較し得る。モバイルデバイスのＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａ無線と、ｅＮＢ１０５との間の通信リンク１２５－ａの信号品質が、しきい値を上
回っているとモバイルデバイス１１５－ａが決定する場合、モバイルデバイス１１５－ａ
は、たとえば、スキャン周期を増加させる、または、ＷＬＡＮ無線を無効にすることによ
って、コロケートされたＷＬＡＮ無線のスキャンアクティビティを低減させ得る。それに
加えて、または、その代わりに、通信リンク１２５－ａの測定された信号品質が、信号品
質しきい値を下回るとモバイルデバイス１１５－ａが決定する場合、モバイルデバイス１
１５－ａは、たとえば、スキャン周期を減少させることによって、コロケートされたＷＬ
ＡＮ無線のスキャンアクティビティを増加させ得る。本開示の適応スキャンは、ＷＬＡＮ
無線に限定されないが、図４を参照して以下に議論されるようなＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線
のスキャンアクティビティを適応させるために使用され得ることも認識されるべきである
。
【００３７】
　[0047]図２Ａおよび図２Ｂは、本開示の様々な態様に従う、マルチ無線デバイスの第１
の無線のスキャンアクティビティを、このデバイスの第２の無線の信号品質に基づいて適
応させるためのワイヤレス通信システム２００の例を例示する。ワイヤレス通信システム
２００は、モバイルデバイス１１５を含み得、それは、図１を参照して上記説明されたモ
バイルデバイス１１５の例であり得る。システム２００はまた、基地局１０５およびＡＰ
１２０を含み得、それらは、図１を参照して上記説明された基地局１０５およびＡＰ１２
０の例であり得る。いくつかの例では、基地局１０５およびＡＰ１２０は両方とも共通の
周波数帯域において動作し得、それは、ライセンスされたまたはライセンスされていない
スペクトルを含み得る。
【００３８】
　[0048]図２Ａは、モバイルデバイス１１５－ｂのＷＬＡＮ無線のスキャンアクティビテ
ィが、モバイルデバイス１１５－ｂのＬＴＥ無線の信号品質に基づいて、低減または無効
化され得る例を例示する。いくつかの例では、モバイルデバイス１１５－ｂは、基地局１
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０５－ａへの接続を確立し得、この接続は、モバイルデバイス１１５－ｂの通信要件（た
とえば、ＱｏＳパラメータ等）をサポートするために適切な信号品質を有し得る。このよ
うな事例では、ＬＴＥ無線のためのチャネルのための信号品質は、あらかじめ決定された
信号品質しきい値を超え得る。したがって、いくつかの例では、モバイルデバイス１１５
－ｂは、ＬＴＥ無線を介したモバイルデバイス１１５－ｂと基地局１０５－ａとの間のア
クティブなデータ通信を中断することが、移動局１１５－ｂの全体のパフォーマンスに逆
の影響を与え得ると決定し得る。この結果、モバイルデバイス１１５－ｂは、ＷＬＡＮ無
線のスキャン周期を増加させることによって、ＷＬＡＮスキャンアクティビティを減少さ
せ得る。
【００３９】
　[0049]それに加えて、または、その代わりに、モバイルデバイス１１５－ｂは、無線の
スキャンアクティビティを、ＷＬＡＮ無線のＬＴＥ無線の信号品質との信号品質比較に基
づいて適応させることを決定し得る。たとえば、モバイルデバイス１１５－ｂは、第１の
無線（たとえば、ＷＬＡＮ無線）を介した第１の信号品質と、第２の無線（たとえば、Ｌ
ＴＥ無線）を介した第２の信号品質とを計算し得る。いくつかの例では、モバイルデバイ
ス１１５－ｂは、第１の信号品質を、第２の信号品質と比較し得、第１の無線または第２
の無線が、モバイルデバイス１１５－ｂのために向上したスループットを提供するかどう
かを決定し得る。したがって、モバイルデバイス１１５－ｂは、この決定に部分的に基づ
いて、第１または第２の無線を選択し得る。
【００４０】
　[0050]他の例では、モバイルデバイス１１５－ｂは、前のＷＬＡＮスキャン中、モバイ
ルデバイス１１５－ｂは、モバイルデバイス１１５－ｂのＬＴＥ無線と基地局１０５－ａ
との間で測定された信号品質を超える信号品質を与えたＡＰ１２０－ａを位置決めする（
locate）ことができなかったと決定し得る。したがって、いくつかの例では、モバイルデ
バイス１１５－ｂは、前のスキャンの計算された信号品質に基づいて、ＷＬＡＮ無線のス
キャンアクティビティを動的に適応させ得る。
【００４１】
　[0051]図２Ｂは、ＬＴＥ無線の信号品質に基づいて、ＷＬＡＮ無線のスキャンアクティ
ビティが増加され得る例を例示する。モバイルデバイス１１５－ｃは、たとえば、基地局
１０５－ｂのカバレッジエリアのエッジに移動し得、したがって、ＬＴＥ無線を介した基
地局１０５－ｂとの貧弱なチャネル品質を経験し得る。このような事例では、向上したス
ループットを提供し得るリソースまたはＡＰを位置決めするために、モバイルデバイス１
１５－ｃが、ＷＬＡＮ無線のスキャンアクティビティを増加させることが有益であり得る
。いくつかの例では、モバイルデバイス１１５－ｃは、モバイルデバイス１１５－ｃのＬ
ＴＥ無線と、基地局１０５－ｂとの間の信号品質（たとえば、ＲＳＳＩ、ＳＮＲ、データ
レート等）を測定し得る。測定された信号品質に基づいて、モバイルデバイス１１５－ｃ
は、たとえば、スキャン周期を減少させることによって、ＷＬＡＮ無線のスキャンアクテ
ィビティを動的に適応させる（たとえば、増加させる）ように決定し得る。この結果、モ
バイルデバイス１１５－ｃは、モバイルデバイス１１５－ｃにおいてコロケートされたＬ
ＴＥ無線の測定された信号品質に基づいて、ＷＬＡＮ無線のスキャン周波数を増加させ得
る。
【００４２】
　[0052]次に図３に移って示すように、本開示の様々な態様に従う、ＬＴＥ無線の信号品
質に基づいて、ＷＬＡＮ無線のスキャンアクティビティを適応させるためのメッセージフ
ロー３００が示される。メッセージフロー３００は、図１、図２Ａ、または図２Ｂを参照
して上記説明されたシステム１００または２００のデバイス間の通信の例であり得る。基
地局１０５－ｃおよびＡＰ１２０－ｃは、前述した図面を参照して上記説明された基地局
１０５およびＡＰ１２０の例であり得る。それに加えて、モバイルデバイス１１５－ｄは
、前述した図面を参照して上記説明されたモバイルデバイス１１５の例であり得る。モバ
イルデバイス１１５－ｄは、ＷＬＡＮ無線３０５およびＬＴＥ無線３１０を含み得る。い
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くつかの例では、ＷＬＡＮ無線３０５およびＬＴＥ無線３１０は、中央プロセッサによっ
て制御され得る。それに加えて、または、その代わりに、ＷＬＡＮ無線３０５およびＬＴ
Ｅ無線３１０は両方とも、共通の周波数帯域（たとえば、ライセンスされたまたはライセ
ンスされていないスペクトル）で動作し得る。
【００４３】
　[0053]モバイルデバイス１１５－ｄは、ＬＴＥ無線３１０を利用してｅＮＢ１０５－ｃ
との通信を確立３０２し得る。モバイルデバイス１１５－ｄおよびｅＮＢ１０５－ｃが通
信を確立すると、モバイルデバイス１１５－ｄは、ＬＴＥ無線３１０とｅＮＢ１０５－ｃ
との間の信号のチャネル品質を周期的に測定３０４し得る。ＬＴＥ無線３１０とｅＮＢ１
０５－ｃとの間の通信リンクのチャネル品質を決定するために、任意の数の測定結果（me
asurements）が採用され得ることが認識されるべきである。たとえば、チャネル品質は、
信号品質測定結果、電力使用、地理的エリアにおけるデバイスのロケーション、基地局ま
たはＡＰの近接、履歴データ等に基づき得る。いくつかの例では、信号品質は、受信信号
強度インジケーション、信号対雑音比、またはデータレートを含み得る。
【００４４】
　[0054]チャネル品質の測定３０４後、モバイルデバイス１１５－ｄは、確立されたチャ
ネル品質値を、しきい値と比較３０６し得る。様々な例では、信号品質しきい値は、ブロ
ック３０４において測定された値、または、値の組合せに基づき得る。しきい値は、静的
な値または動的な値であり得ることがさらに認識されるべきである。したがって、モバイ
ルデバイス１１５－ｄは、コロケートされたＬＴＥ無線３１０のチャネル品質に基づいて
、ＷＬＡＮ無線３０５のスキャンアクティビティを適応３０８させ得る。
【００４５】
　[0055]いくつかの例では、ＬＴＥ無線３１０に関するチャネル品質は、あらかじめ決定
された信号品質しきい値を超え得る。この結果、モバイルデバイス１１５－ｄは、ＷＬＡ
Ｎ無線３０５のスキャンアクティビティを減少または無効化３１２させ得、それは、スキ
ャン周期を増加させることを含み得る。あるいは、ＬＴＥ無線３１０に関する信号品質が
しきい値を下回っているとモバイルデバイス１１５－ｄが決定する場合、ＷＬＡＮ無線３
０５のスキャンアクティビティは増加３１２され得、それは、スキャン周期を減少させ、
それによって、ＷＬＡＮ無線３０５のスキャン周期を増加させることを含み得る。
【００４６】
　[0056]図４は、本開示の様々な態様に従う、ＷＬＡＮ無線の信号品質に基づいてＬＴＥ
無線のスキャンアクティビティを適応させるためのメッセージフロー４００を例示する。
メッセージフロー４００は、図１、図２Ａ、または図２Ｂを参照して上記説明されたシス
テム１００または２００のデバイス間の通信の例であり得る。基地局１０５－ｄおよびＡ
Ｐ１２０－ｄは、前述した図面を参照して上記説明された基地局１０５およびＡＰ１２０
の例であり得る。それに加えて、モバイルデバイス１１５－ｅは、前述した図面を参照し
て上記説明されたモバイルデバイス１１５の例であり得る。モバイルデバイス１１５－ｅ
は、ＷＬＡＮ無線３０５－ａおよびＬＴＥ無線３１０－ａを含み得る。ＷＬＡＮ無線３０
５－ａおよびＬＴＥ無線３１０－ａは、図３を参照して上記説明されたＷＬＡＮ無線３０
５およびＬＴＥ無線３１０の例であり得る。いくつかの例では、ＷＬＡＮ無線３０５－ａ
およびＬＴＥ無線３１０－ａは、双方向に通信し得るか、または、中央プロセッサによっ
て制御され得る。それに加えて、または、その代わりに、ＷＬＡＮ無線３０５－ａおよび
ＬＴＥ無線３１０－ａは両方とも、共通の周波数帯域（たとえば、ライセンスされたまた
はライセンスされていないスペクトル）において動作し得る。
【００４７】
　[0057]本開示に従って、モバイルデバイス１１５－ｅは、ＷＬＡＮ無線３０５－ａを利
用してＡＰ１２０－ｄとの通信を確立４０２し得る。モバイルデバイス１１５－ｅが、Ａ
Ｐ１２０－ｄとのアクティブな通信を確立すると、モバイルデバイス１１５－ｅは、ＷＬ
ＡＮ無線３０５－ａとＡＰ１２０－ｄとの間のチャネル品質を周期的に測定４０４し得る
。ＷＬＡＮ無線３０５－ａとＡＰ１２０－ｄとの間の通信リンクのチャネル品質を決定す
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るために、任意の数の測定結果が採用され得ることが認識されるべきである。たとえば、
チャネル品質測定結果は、信号品質、無線に関する電力使用、デバイスのロケーション、
基地局／アクセスポイントの近接、履歴データ等に基づき得る。いくつかの例では、モバ
イルデバイス１１５－ｅは、測定されたチャネル品質を、あらかじめ決定されたしきい値
と比較４０６し得る。しきい値は、静的な値または動的な値であり得る。
【００４８】
　[0058]モバイルデバイス１１５－ｅは、あらかじめ決定されたしきい値に対する、計算
された信号品質の比較に基づいて、ＬＴＥ無線３１０－ａのスキャンアクティビティを調
節４０８することを決定し得る。しかし、いくつかの例では、ＬＴＥ無線３１０－ａのス
キャン挙動は、ｅＮＢ１０５－ｄによって設定され得る。たとえば、ｅＮＢ１０５－ｄは
、新たなリソースまたは基地局１０５のために周期的にスキャンする（たとえば、４０ミ
リ秒毎に６ミリ秒スキャンする）ようにＬＴＥ無線３１０－ａを設定し得る。したがって
、モバイルデバイス１１５－ｅは、レポートを生成４１０することによって、ＬＴＥ無線
３１０－ａのスキャンアクティビティを適応させ得る。この結果、ＷＬＡＮ無線３０５－
ａのチャネル品質があらかじめ決定されたしきい値を超えるとモバイルデバイス１１５－
ｅが決定する場合、モバイルデバイス１１５－ｅは、ｅＮＢ１０５－ｄに対して、ＬＴＥ
無線のスキャンアクティビティを減少させるように導く（induce）ために、誤ったＲＳＳ
Ｉまたは誤った基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）レベルを含むレポートを生成４１０し得る
。あるいは、ＷＬＡＮ無線３０５－ａのチャネル品質が、あらかじめ決定されたしきい値
を下回るとモバイルデバイス１１５－ｅが決定する場合、モバイルデバイス１１５－ｅは
、適切なＲＳＳＩまたはＲＳＲＰレベルを識別するレポートを準備４１０し得る。モバイ
ルデバイス１１５－ｅは、ＬＴＥ無線３１０－ａのスキャンアクティビティを動的に調節
するか否かのモバイルデバイス１１５－ｅによる決定に基づいて、ｅＮＢ１０５－ｃにレ
ポートを送信４１２し得る。
【００４９】
　[0059]次に、図５は、本開示の様々な態様に従う、第２の無線の信号品質に基づいて第
１の無線スキャンアクティビティを適応させるためのモバイルデバイス１１５－ｆのブロ
ック図５００を示す。モバイルデバイス１１５－ｆは、図１～図４を参照して説明された
モバイルデバイス１１５の態様の例であり得る。モバイルデバイス１１５－ｆは、受信機
５０５、通信マネジャ５１０、および送信機５１５を含み得る。モバイルデバイス１１５
－ｆはまた、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いと通信し得
る。
【００５０】
　[0060]受信機５０５は、パケット、ユーザデータ、または、様々な情報チャネルに関連
付けられた制御情報（たとえば、制御チャネル、データチャネル、および、ＬＴＥ信号品
質に基づいてＷＬＡＮスキャンを適応させることに関連する情報等）のような情報を受信
し得る。情報は、通信マネジャ５１０に、および、ＵＥ１１５－ｆの他のコンポーネント
に渡され得る。いくつかの例では、受信機５０５は、誤ったチャネル品質レポートに応じ
て、基地局からメッセージを受信し得る。
【００５１】
　[0061]通信マネジャ５１０は、第１のＲＡＴを利用する第１の無線のためのチャネルの
ための信号品質を決定し得、第１の無線のための決定された信号品質を、しきい値と比較
し得、この比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のス
キャンアクティビティを適応させ得る。
【００５２】
　[0062]送信機５１５は、ＵＥ１１５－ｆの他のコンポーネントから受信された信号を送
信し得る。いくつかの例では、送信機５１５は、トランシーバモジュール内の受信機５０
５と一緒に置かれ得る。送信機５１５は、単一のアンテナを含み得るか、または、それは
複数のアンテナを含み得る。
【００５３】
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　[0063]図６は、本開示の様々な態様に従う、第２の無線の信号品質に基づいて、第１の
無線のスキャンアクティビティを適応させるためのモバイルデバイス１１５－ｇのブロッ
ク図６００を示す。モバイルデバイス１１５－ｇは、図１～図５を参照して説明されたモ
バイルデバイス１１５の態様の例であり得る。モバイルデバイス１１５－ｇは、受信機５
０５－ａ、通信マネジャ５１０－ａ、または送信機５１５－ａを含み得る。モバイルデバ
イス１１５－ｇはまた、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互い
と通信し得る。通信マネジャ５１０－ａはまた、信号品質検出器６０５、信号品質比較器
６１０、および適応スキャナ６１５を含み得る。
【００５４】
　[0064]受信機５０５－ａは、通信マネジャ５１０－ａに、および、モバイルデバイス１
１５－ｇの他のコンポーネントに渡され得る情報を受信し得る。通信マネジャ５１０－ａ
は、図５を参照して上記説明された動作を実行し得る。送信機５１５－ａは、モバイルデ
バイス１１５－ｇの他のコンポーネントから受信された信号を送信し得る。
【００５５】
　[0065]信号品質検出器６０５は、図２～図４を参照して上記説明されたように、第１の
ＲＡＴを利用する第１の無線のためのチャネルのための信号品質を決定し得る。いくつか
の例では、第１のＲＡＴは、ＬＴＥ　ＲＡＴであり、第２のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴ
である。他の例では、第１のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴを備え、第２のＲＡＴは、ＬＴ
Ｅ　ＲＡＴを備える。さらに別のケースでは、第１または第２のＲＡＴは、ＬＴＥおよび
ＷＬＡＮ以外のＲＡＴであり得る。
【００５６】
　[0066]信号品質比較器６１０は、図２～図４を参照して上記説明されたように、第１の
無線のための決定された信号品質を、しきい値と比較し得る。
【００５７】
　[0067]適応スキャナ６１５は、図２～図４を参照して上記説明されたように、この比較
に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャンアクティビティを適応させ得
る。適応スキャナ６１５はまた、第１の無線の接続を中断すると、第２の無線のスキャン
アクティビティを増加させ得る。適応スキャナ６１５はまた、受信されたメッセージに基
づいて、第２の無線のスキャンアクティビティを減少させ得る。いくつかの例では、スキ
ャンアクティビティを適応させることは、電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、こ
れらの任意の組合せ、または、他の適切なパラメータまたは測定結果に基づいて、スキャ
ンアクティビティを適応させることを備える。
【００５８】
　[0068]図７は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビティを、
第２の無線の信号品質に基づいて適応させるための通信マネジャ５１０－ｂのブロック図
７００を示す。通信マネジャ５１０－ｂは、図５～図６を参照して説明された通信マネジ
ャ５１０の態様の例であり得る。通信マネジャ５１０－ｂは、信号品質検出器６０５－ａ
、信号品質比較器６１０－ａ、および適応スキャナ６１５－ａを含み得る。これらのコン
ポーネントの各々は、図６を参照して上記説明された機能を実行し得る。通信マネジャ５
１０－ｂはまた、周期インクリメンタ７０５、周期デクリメンタ７１０、ディセーブラ７
１５、インタラプタ７２０、チャネル品質レポータ７２５、および共有スペクトルマネジ
ャ７３０を含み得る。通信マネジャ５１０－ｂの様々なコンポーネントは、互いと通信し
得る。
【００５９】
　[0069]周期インクリメンタ７０５は、図２～図４を参照して上記説明されたように、第
２の無線のスキャンアクティビティを適応させ得、それは、第１の無線のための信号品質
がしきい値よりも大きいとき、第２の無線のスキャン周期を増加させることを含み得る。
周期デクリメンタ７１０は、図２～図４を参照して上記説明されたように、第２の無線の
スキャンアクティビティを適応させ得、それは、第１の無線のための信号品質が、しきい
値以下であるとき、第２の無線のスキャン周期を減少させることを含み得る。いくつかの
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例では、ディセーブラ７１５は、図２～図４を参照して上記説明されたように、第２の無
線のスキャンアクティビティを適応させ得、それは、第１の無線のための信号品質がしき
い値よりも大きいとき、第２の無線を無効にすることを含み得る。
【００６０】
　[0070]インタラプタ７２０は、図２～図４を参照して上記説明されたように、第１の無
線のための決定された信号品質に基づいて、第１の無線の接続を中断し得る。チャネル品
質レポータ７２５は、図２～図４を参照して上記説明されたように、第１の無線のための
決定された信号品質に基づいて、第２の無線のための誤ったチャネル品質レポートを送信
し得る。
【００６１】
　[0071]共有スペクトルマネジャ７３０は、図２～図４を参照して上記説明されたように
、ライセンスされていないスペクトル内で第１および第２の無線を動作させ得る。いくつ
かの例では、ライセンスされていないスペクトルは、Ｕ－ＮＩＩ帯域である。
【００６２】
　[0072]モバイルデバイス１１５－ｆ、モバイルデバイス１１５－ｇ、または通信マネジ
ャ５１０－ｂのコンポーネントは、個別にまたは集合的に、ハードウェアにおいて適用可
能な機能のうちのいくつかまたはすべてを実行するために適応された少なくとも１つの特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を用いてインプリメントされ得る。あるいは、これら機
能は、少なくとも１つの集積回路（ＩＣ）における１つまたは複数の他の処理ユニット（
またはコア）によって実行され得る。他の実施態様では、他のタイプの集積回路（たとえ
ば、ストラクチャ／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールド・プログラマブル・ゲート・
アレイ（ＦＰＧＡ）、または他のセミカスタムＩＣ）が使用され得、それらは、当該技術
分野において知られている任意の手法でプログラムされ得る。各々のユニットの機能はま
た、全体または部分において、１つまたは複数の汎用またはアプリケーション特有のプロ
セッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ内に具現化された命令を用
いてインプリメントされ得る。
【００６３】
　[0073]図８は、本開示の様々な態様に従う適応スキャンのための、モバイルデバイス１
１５－ｈを含むシステム８００の図を示す。モバイルデバイス１１５－ｈは、図１～図７
を参照して上記説明されたモバイルデバイス１１５の例であり得る。モバイルデバイス１
１５－ｈは通信マネジャ８１０を含み得、それは、図５～図７を参照して説明された通信
マネジャ５１０の例であり得る。モバイルデバイス１１５－ｈはまた、ＷＬＡＮ無線３０
５－ｂおよびＬＴＥ無線３１０－ｂを含み得、それらは、図１～図４を参照して説明され
たＷＬＡＮ無線３０５およびＬＴＥ無線３１０の例であり得る。ＷＬＡＮ無線３０５－ｂ
およびＬＴＥ無線３１０－ｂは、トランシーバ８３５およびアンテナ８４０を介して、図
８に図示されたような基地局１０５－ｅおよびＡＰ１２０－ｅのような他のネットワーク
デバイスとの通信を管理し得る。
【００６４】
　[0074]モバイルデバイス１１５－ｈはまた、レポート生成器８２５を含み得る。いくつ
かの例では、モバイルデバイス１１５－ｈは、通信を送信するためのコンポーネントと、
通信を受信するためのコンポーネントとを含む双方向の音声およびデータ通信のためのコ
ンポーネントを含む。たとえば、モバイルデバイス１１５－ｈは、ＡＰ１２０－ｅまたは
基地局１０５－ｅと双方向に通信し得る。
【００６５】
　[0075]いくつかの例では、レポート生成器８２５は、モバイルデバイス１１５－ｈのＬ
ＴＥ無線のスキャン挙動を調節するために、ｅＮＢ１０５－ｅに送信するための信号品質
レポートを生成するように構成され得る。いくつかの例では、レポート生成器８２５は、
ＬＴＥ無線のスキャンアクティビティを減少させるようにｅＮＢ１０５－ｅを導くために
、誤ったＲＳＳＩまたはＲＳＲＰレベル（a false RSSI or RSRP level(s)）を備えるレ
ポートを生成し得る。あるいは、レポート生成器８２５は、コロケートされたＷＬＡＮ無



(18) JP 2018-509034 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

線の信号品質が、あらかじめ決定されたしきい値を下回り得るとき、ＬＴＥ無線のスキャ
ンアクティビティを増加させるようにｅＮＢ１０５－ｅを導くために、正しいＲＳＳＩま
たはＲＳＲＰレベル（correct RSSI or RSRP level(s)）を備えるレポートを生成し得る
。
【００６６】
　[0076]モバイルデバイス１１５－ｈはまた、プロセッサ８０５、メモリ８１５（ソフト
ウェア（ＳＷ）８２０を含む）、トランシーバ８３５、および１つまたは複数のアンテナ
８４０を含み得、これらの各々は、（たとえば、バス８４５を介して）直接または間接的
に互いに通信し得る。トランシーバ８３５は、上記説明されたように、（１つまたは複数
の）アンテナ８４０またはワイヤードまたはワイヤレスのリンクを介して、１つまたは複
数のネットワークと双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ８３５は、基地局１０
５またはＡＰ１２０－ｅと双方向に通信し得る。トランシーバ８３５は、パケットを変調
し、変調されたパケットを送信のために（１つまたは複数の）アンテナ８４０に提供し、
（１つまたは複数の）アンテナ８４０から受信されたパケットを復調するためのモデムを
含み得る。いくつかの例では、トランシーバ８３５は、ＷＬＡＮ無線３０５－ｂまたはＬ
ＴＥ無線３１０－ｂの態様である。一方、モバイルデバイス１１５－ｈは、単一のアンテ
ナ８４０を含み得る。いくつかの例では、モバイルデバイス１１５－ｈはまた、複数のワ
イヤレス送信の送信または受信を同時に行うことが可能な複数のアンテナ８４０を有し得
る。
【００６７】
　[0077]メモリ８１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および読取専用（ＲＯＭ）
を含み得る。メモリ８１５は、実行されたとき、プロセッサ８０５に、本明細書で説明さ
れた様々な機能（たとえば、ＬＴＥ信号品質に基づいてＷＬＡＮスキャンを適応させるこ
と等）を実行させる命令を含むコンピュータ読取可能な、コンピュータ実行可能なソフト
ウェア／ファームウェアコード８２０を記憶し得る。あるいは、ソフトウェア／ファーム
ウェアコード８２０は、プロセッサ８０５によって直接実行可能ではないことがあるが、
（たとえば、コンパイルされ実行されるとき）コンピュータに、本明細書に記載された機
能を実行させ得る。プロセッサ８０５は、インテリジェントハードウェアデバイス（たと
えば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ等）を含み得る。
【００６８】
　[0078]図９は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビティを、
第２の無線の信号品質に基づいて適応させるための方法９００を例示するフローチャート
を示す。図１～図８を参照して説明されるように、方法９００の動作は、モバイルデバイ
ス１１５またはこのコンポーネントによってインプリメントされ得る。たとえば、方法９
００の動作は、図５～図９を参照して説明されるように、通信マネジャ５１０によって実
行され得る。いくつかの例では、モバイルデバイス１１５は、以下に説明された機能を実
行するために、モバイルデバイス１１５の機能要素を制御するためのコードのセットを実
行し得る。それに加えて、または、その代わりに、モバイルデバイス１１５は、特別目的
ハードウェアを使用して、以下に説明された機能の態様を実行し得る。
【００６９】
　[0079]ブロック９０５では、モバイルデバイス１１５は、図２～図４を参照して上記説
明されたように、第１のＲＡＴを利用する第１の無線のための少なくとも１つのチャネル
のための信号品質を決定し得る。いくつかの例では、ブロック９０５の動作は、図６を参
照して上記説明されたように、信号品質検出器６０５によって実行され得る。
【００７０】
　[0080]ブロック９１０では、図２～図４を参照して上記説明されたように、モバイルデ
バイス１１５は、第１の無線のための決定された信号品質を、しきい値と比較し得る。い
くつかの例では、ブロック９１０の動作は、図６を参照して上記説明されたように、信号
品質比較器６１０によって実行され得る。
【００７１】
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　[0081]ブロック９１５では、モバイルデバイス１１５は、図２～図４を参照して上記説
明されたように、この比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２
の無線のスキャンアクティビティを適応させ得る。いくつかの例では、図６を参照して上
記説明されたように、ブロック９１５の動作は、適応スキャナ６１５によって実行され得
る。
【００７２】
　[0082]図１０は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビティを
、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるための方法１０００を例示するフローチャ
ートを示す。図１～図８を参照して説明されたように、方法１０００の動作は、モバイル
デバイス１１５またはこのコンポーネントによってインプリメントされ得る。たとえば、
図５～図９を参照して説明されるように、方法１０００の動作は、通信マネジャ５１０に
よって実行され得る。いくつかの例では、モバイルデバイス１１５は、以下に説明された
機能を実行するために、モバイルデバイス１１５の機能要素を制御するためのコードのセ
ットを実行し得る。それに加えて、または、その代わりに、モバイルデバイス１１５は、
特別目的ハードウェアを使用して、以下に説明された機能の態様を実行し得る。方法１０
００はまた、図９の方法９００の態様を組み込み得る。
【００７３】
　[0083]ブロック１００５では、図２～図４を参照して上記説明されたように、モバイル
デバイス１１５は、第１のＲＡＴを利用する第１の無線のための少なくとも１つのチャネ
ルのための信号品質を決定し得る。いくつかの例では、図６を参照して上記説明されたよ
うに、ブロック１００５の動作は、信号品質検出器６０５によって実行され得る。
【００７４】
　[0084]ブロック１０１０では、モバイルデバイス１１５は、図２～図４を参照して上記
説明されたように、第１の無線のための決定された信号品質を、しきい値と比較し得る。
いくつかの例では、図６を参照して上記説明されたように、ブロック１０１０の動作は、
信号品質比較器６１０によって実行され得る。
【００７５】
　[0085]ブロック１０１５では、モバイルデバイス１１５は、図２～図４を参照して上記
説明されたように、この比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第
２の無線のスキャンアクティビティを適応させ得る。いくつかの例では、図２～図４を参
照して上記説明されたように、第２の無線のスキャンアクティビティを適応させることは
、第１の無線の信号品質が、しきい値を上回るとき、第２の無線を無効にすることを備え
得る。いくつかの例では、図６および図７を参照して上記説明されたように、ブロック１
０１５の動作は、適応スキャナ６１５またはディセーブラ７１５によって実行され得る。
【００７６】
　[0086]図１１は、本開示の様々な態様に従う、第１の無線のスキャンアクティビティを
、第２の無線の信号品質に基づいて適応させるための方法１１００を例示するフローチャ
ートを示す。方法１１００の動作は、図１～図８を参照して説明されたように、モバイル
デバイス１１５またはこのコンポーネントによってインプリメントされ得る。たとえば、
方法１１００の動作は、図５～図９を参照して説明されるように、通信マネジャ５１０に
よって実行され得る。いくつかの例では、モバイルデバイス１１５は、以下に説明された
機能を実行するために、モバイルデバイス１１５の機能要素を制御するためのコードのセ
ットを実行し得る。それに加えて、または、その代わりに、モバイルデバイス１１５は、
特別目的ハードウェアを使用して、以下に説明された機能の態様を実行し得る。方法１１
００はまた、図９または図１０の方法９００または１０００の態様を組み込み得る。
【００７７】
　[0087]ブロック１１０５では、モバイルデバイス１１５は、図２～図４を参照して上記
説明されたように、第１のＲＡＴを利用する第１の無線のための少なくとも１つのチャネ
ルのための信号品質を決定し得る。いくつかの例では、図６を参照して上記説明されたよ
うに、ブロック１１０５の動作は、信号品質検出器６０５によって実行され得る。
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【００７８】
　[0088]ブロック１１１０では、図２～図４を参照して上記説明されたように、モバイル
デバイス１１５は、第１の無線のための決定された信号品質を、しきい値と比較し得る。
いくつかの例では、図６を参照して上記説明されたように、ブロック１１１０の動作は、
信号品質比較器６１０によって実行され得る。
【００７９】
　[0089]ブロック１１１５では、モバイルデバイス１１５は、図２～図４を参照して上記
説明されたように、第１の無線のための決定された信号品質に少なくとも部分的に基づい
て、第２の無線のための誤ったチャネル品質レポートを送信し得る。いくつかの例では、
図７を参照して上記説明されたように、ブロック１１１５の動作は、チャネル品質レポー
タ７２５によって実行され得る。
【００８０】
　[0090]ブロック１１２０では、図２～図４を参照して上記説明されたように、モバイル
デバイス１１５は、誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信
し得る。いくつかの例では、図５を参照して上記説明されたように、ブロック１１２５の
動作は、受信機５０５によって実行され得る。
【００８１】
　[0091]ブロック１１２５では、モバイルデバイス１１５は、図２～図４を参照して上記
説明されたように、受信されたメッセージに基づいて、第２の無線のスキャンアクティビ
ティを減少させ得る。いくつかの例では、図６を参照して上記説明されたように、ブロッ
ク１１３０の動作は、適応スキャナ６１５によって実行され得る。
【００８２】
　[0092]あるいは、ブロック１１３０において、モバイルデバイス１１５は、図２～図４
を参照して上記説明されたように、受信されたメッセージに基づいて第２の無線のスキャ
ンアクティビティを増加させ得る。いくつかの例では、図６を参照して上記説明されたよ
うに、ブロック１１３０の動作は、適応スキャナ６１５によって実行され得る。
【００８３】
　[0093]したがって、方法９００、１０００、および１１００は、マルチ無線デバイスの
ための適応スキャンを提供し得る。方法９００、１０００、および１１００は、可能なイ
ンプリメンテーションを説明しており、それに加えて、動作およびステップは、再配置さ
れ得るか、または、そうでない場合には、他のインプリメンテーションが可能となるよう
に修正され得ることに留意されるべきである。いくつかの例では、方法９００、１０００
、および１１００のうちの２つ以上からの態様が、組み合わされ得る。
【００８４】
　[0094]添付図面に関連して上記記載された詳細な説明は、例示的な実施形態を説明して
おり、インプリメントされ得る、または、特許請求の範囲の範囲内にあるすべての実施形
態を表している訳ではない。この説明において使用され得る「典型的な」という用語は、
「例、事例、または例示として役立つ」ことを意味し、「好適な」または「他の実施形態
よりも有利な」ことを意味しない。詳細な説明は、説明された技法の理解を提供する目的
のための具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これら具体的な詳細なし
で実現され得る。いくつかの事例では、周知の構成およびデバイスが、説明された実施形
態の概念を不明瞭にすることを回避するために、ブロック図形式で示される。
【００８５】
　[0095]情報と信号は様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表され得
る。たとえば、上記説明を通じて参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビ
ット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場また
は光学粒子、またはこれらの任意の組合せによって表され得る。
【００８６】
　[0096]本明細書における開示に関連して説明された様々な例示的なブロックおよびモジ
ュールは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡま



(21) JP 2018-509034 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

たは他のプログラム可能な論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジ
ック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、または、本明細書に説明された機能
を実行するように設計されたこれらの任意の組合せでインプリメントまたは実行され得る
。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替例では、このプロセッサは
、任意の従来式のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマ
シンであり得る。プロセッサはまた、コンピューティング・デバイスの組合せ（たとえば
、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連
携している１つまたは複数のマイクロプロセッサ、または、他の任意のこのような構成）
としてインプリメントされ得る。
【００８７】
　[0097]本明細書で説明された機能は、ハードウェアで、プロセッサによって実行される
ソフトウェアで、ファームウェアで、またはこれらの任意の組合せでインプリメントされ
得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアにおいてインプリメントされる場合、
これら機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ読取可能な媒体上
に記憶されるか、または、コンピュータ読取可能な媒体を介して送信され得る。他の例お
よびインプリメンテーションは、本開示および添付された特許請求の範囲の範囲内である
。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記説明された機能は、プロセッサによって実
行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、または、
これらのうちの任意の組合せを使用してインプリメントされ得る。機能をインプリメント
する特徴はまた、様々な位置において物理的に配置され得、これは、これら機能の一部が
、異なる物理的なロケーションにおいてインプリメントされることができるように分散さ
れていることを含む。また、本明細書で使用されるように、特許請求の範囲におけるもの
を含み、項目のリスト（たとえば、「～のうちの少なくとも１つ」または「～のうちの１
つまたは複数」のようなフレーズによって前置きされた項目のリスト）において使用され
るような「または」は、たとえば、Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つからなるリ
ストが、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、
ＡおよびＢおよびＣ）を意味するような離接的なリストを示す。
【００８８】
　[0098]コンピュータ読取可能な媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログ
ラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体と、コンピュータ記憶媒体との両方を
含む。記憶媒体は、汎用または専用のコンピュータによってアクセスされ得る任意の利用
可能な媒体であり得る。限定ではなく、例として、コンピュータ読取可能な媒体は、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、電子的消去可能なプログラム可能な読取専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商
標））、コンパクトディスク（ＣＤ）ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディス
ク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、または、所望されたプログラムコード手段を、
命令またはデータ構造の形式で搬送または記憶するために使用され得、しかも、汎用また
は専用のコンピュータによって、または、汎用または専用のプロセッサによってアクセス
され得る他の任意の媒体を備え得る。また、いかなる接続も、コンピュータ読取可能な媒
体として適切に称される。たとえば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア
、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイ
ヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースからソフトウェア
が送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または
、赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術が、媒体の定義に含まれる。
本明細書において使用されるとき、ディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、ＣＤ、レー
ザーディスク（登録商標）（ｄｉｓｃ）、光ディスク（ｄｉｓｃ）、デジタル多用途ディ
スク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ）、フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）、およびＢ
ｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（ｄｉｓｃ）を含み、ディスク（ｄｉｓｋ）は通常、
データを磁気的に再生する一方、ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザを用いてデータを光学
的に再生する。上記の組合せもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれる。
【００８９】
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　[0099]本開示の前述した説明は、当業者が、本開示を作成または使用することを可能に
するために提供される。本開示に対する様々な変形は、当業者に容易に明らかになるであ
ろう。そして、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示の範囲から逸脱することな
く、他のバリエーションへ適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明された
例および設計に限定されるべきではなく、本明細書で開示された原理および新規の特徴と
一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
【００９０】
　[0100]本明細書で説明された技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、および他のシステムのよ
うな様々なワイヤレス通信システムのために使用され得る。「システム」および「ネット
ワーク」という用語は、しばしば置換可能に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ
２０００、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）等のような無線技術をインプリメ
ントし得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、およびＩＳ－
８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、一般に、ＣＤＭＡ２０
００　１Ｘ、１Ｘ等と称される。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般に、ＣＤＭＡ
２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高レートパケットデータ（ＨＲＰＤ）等と称される。ＵＴＲ
Ａは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、およびＣＤＭＡのこの他の変形を含
む。ＴＤＭＡシステムは、たとえばグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標）
）のような無線技術をインプリメントし得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラ・モバイ
ル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、エボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２
．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、
フラッシュ－ＯＦＤＭ等のような無線技術をインプリメントし得る。ＵＴＲＡおよびＥ－
ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部
である。３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンス
ト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するユニバーサルモバイルテレコミュニケーシ
ョンシステム（ＵＭＴＳ）の新たなリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ
、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ）は、「第３世代
パートナーシップ計画」（３ＧＰＰ）という名称の団体からの文書に説明されている。Ｃ
ＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と
いう名称の団体からの文書に説明されている。本明細書で説明された技法は、上記で言及
されたシステムおよび無線技術のためのみならず、他のシステムおよび無線技術のために
も使用され得る。しかしながら、上記説明は、例示の目的のためにＬＴＥシステムを説明
しており、上記説明の多くでＬＴＥ専門用語が使用されるが、この技法は、ＬＴＥアプリ
ケーションを超えて適用可能である。
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【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月21日(2017.9.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信の方法であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定することと、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較することと、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させることと、
　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させることと
、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線を無効にすること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第１の無線
の接続を中断することと、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させることと、
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線
のための誤ったチャネル品質レポートを送信することと、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信することと、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させることと、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、またはこれらの任意の組合せに少なくとも
部分的に基づいて前記スキャンアクティビティを適応させること
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　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＴを備え、前
記第２のＲＡＴは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ＲＡＴを備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴを備え、前記第２のＲＡＴは、ＬＴＥ　ＲＡＴ
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ライセンスされていないスペクトルは、Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域を備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定し、ライセンスされていないスペクトル内で動作させるた
めの信号品質検出器と、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較するための信号品質比較器と
、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させ、ライセンスされていないスペクトル内で動作させるための
適応スキャナと、
　を備える、装置。
【請求項１２】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させるための周期インクリメンタ
　を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させるための周期デクリメンタ
　を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線を無効にするためのディセーブラ
　を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第１の無線
の接続を中断するためのインタラプタと、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させるための周期インクリメンタと、
　をさらに備える、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線
のための誤ったチャネル品質レポートを送信するためのチャネル品質レポータと、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信するための受
信機と、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
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ャンアクティビティを減少させるための周期デクリメンタと、
　をさらに備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、またはこれらの任意の組合せに少なくとも
部分的に基づいて前記スキャンアクティビティを適応させること
　を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定するための手段と、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較するための手段と、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させるための手段と、
　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させるための
手段と、
　を備える、装置。
【請求項１９】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させるための手段
　を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させるための手段
　を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値を上回るとき、前記第２の無線
を無効にするための手段
　を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記
第１の無線の接続を中断するための手段と、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させるための手段と、
　をさらに備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記
第２の無線のための誤ったチャネル品質レポートを送信するための手段と、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信するための手
段と、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させるための手段と、
　をさらに備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２４】
　前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、またはこれらの組合せに少なくとも部分的
に基づいて前記スキャンアクティビティを適応させるための手段
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　を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２５】
　前記第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＴを備え、前
記第２のＲＡＴは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ＲＡＴを備える
、請求項１８に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第１のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴを備え、前記第２のＲＡＴは、ＬＴＥ　ＲＡＴ
を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ライセンスされていないスペクトルは、Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域を備える、請
求項１８に記載の装置。
【請求項２８】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的なコンピ
ュータ読取可能な媒体であって、前記コードは、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定することと、
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質を、しきい値と比較することと、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させることと、
　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させることと
、
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ読取可能な媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　[0100]本明細書で説明された技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、および他のシステムのよ
うな様々なワイヤレス通信システムのために使用され得る。「システム」および「ネット
ワーク」という用語は、しばしば置換可能に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ
２０００、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）等のような無線技術をインプリメ
ントし得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、およびＩＳ－
８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、一般に、ＣＤＭＡ２０
００　１Ｘ、１Ｘ等と称される。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般に、ＣＤＭＡ
２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高レートパケットデータ（ＨＲＰＤ）等と称される。ＵＴＲ
Ａは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、およびＣＤＭＡのこの他の変形を含
む。ＴＤＭＡシステムは、たとえばグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標）
）のような無線技術をインプリメントし得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラ・モバイ
ル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、エボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２
．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、
フラッシュ－ＯＦＤＭ等のような無線技術をインプリメントし得る。ＵＴＲＡおよびＥ－
ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部
である。３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンス
ト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するユニバーサルモバイルテレコミュニケーシ
ョンシステム（ＵＭＴＳ）の新たなリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ
、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ）は、「第３世代
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パートナーシップ計画」（３ＧＰＰ）という名称の団体からの文書に説明されている。Ｃ
ＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と
いう名称の団体からの文書に説明されている。本明細書で説明された技法は、上記で言及
されたシステムおよび無線技術のためのみならず、他のシステムおよび無線技術のために
も使用され得る。しかしながら、上記説明は、例示の目的のためにＬＴＥシステムを説明
しており、上記説明の多くでＬＴＥ専門用語が使用されるが、この技法は、ＬＴＥアプリ
ケーションを超えて適用可能である。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信の方法であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定することと、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較することと、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させることと、
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させること
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させること
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線を無効にすること
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第１の無線
の接続を中断することと、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させることと、
　をさらに備える、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線
のための誤ったチャネル品質レポートを送信することと、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信することと、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させることと、
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、またはこれらの任意の組合せに少なくとも
部分的に基づいて前記スキャンアクティビティを適応させること
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］



(31) JP 2018-509034 A 2018.3.29

　前記第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＴを備え、前
記第２のＲＡＴは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ＲＡＴを備える
、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記第１のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴを備え、前記第２のＲＡＴは、ＬＴＥ　ＲＡＴ
を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記ライセンスされていないスペクトルは、Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域を備える、Ｃ
１０に記載の方法。
［Ｃ１２］
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定するための信号品質検出器と、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較するための信号品質比較器と
、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させるための適応スキャナと、
　を備える、装置。
［Ｃ１３］
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させるための周期インクリメンタ
　を備える、Ｃ１２に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させるための周期デクリメンタ
　を備える、Ｃ１２に記載の装置。
［Ｃ１５］
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線を無効にするためのディセーブラ
　を備える、Ｃ１２に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第１の無線
の接続を中断するためのインタラプタと、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させるための周期インクリメンタと、
　をさらに備える、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線
のための誤ったチャネル品質レポートを送信するためのチャネル品質レポータと、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信するための受
信機と、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させるための周期デクリメンタと、
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　をさらに備える、Ｃ１２に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、またはこれらの任意の組合せに少なくとも
部分的に基づいて前記スキャンアクティビティを適応させること
　を備える、Ｃ１２に記載の装置。
［Ｃ１９］
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定するための手段と、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較するための手段と、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させるための手段と、
　を備える、装置。
［Ｃ２０］
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させるための手段
　を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させるための手段
　を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値を上回るとき、前記第２の無線
を無効にするための手段
　を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記
第１の無線の接続を中断するための手段と、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させるための手段と、
　をさらに備える、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記
第２の無線のための誤ったチャネル品質レポートを送信するための手段と、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信するための手
段と、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させるための手段と、
　をさらに備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　電力使用、信号品質の履歴、基地局の近接、またはこれらの組合せに少なくとも部分的
に基づいて前記スキャンアクティビティを適応させるための手段
　を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＴを備え、前



(33) JP 2018-509034 A 2018.3.29

記第２のＲＡＴは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ＲＡＴを備える
、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記第１のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴを備え、前記第２のＲＡＴは、ＬＴＥ　ＲＡＴ
を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２８］
　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させるための
手段
　をさらに備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記ライセンスされていないスペクトルは、Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域を備える、Ｃ
２８に記載の装置。
［Ｃ３０］
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的なコンピ
ュータ読取可能な媒体であって、前記コードは、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定することと、
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質を、しきい値と比較することと、
　前記比較に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利用する第２の無線のスキャ
ンアクティビティを適応させることと、
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ読取可能な媒体。
【手続補正書】
【提出日】平成29年9月22日(2017.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信の方法であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定することと、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較することと、
　前記比較および前記信号品質の履歴に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利
用する第２の無線のスキャンアクティビティを適応させることと、
　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させることと
、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させること
　を備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線を無効にすること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第１の無線
の接続を中断することと、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させることと、
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線
のための誤ったチャネル品質レポートを送信することと、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信することと、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させることと、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　電力使用、または基地局の近接、またはこれらの組合せに少なくとも部分的に基づいて
前記スキャンアクティビティを適応させること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＴを備え、前
記第２のＲＡＴは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ＲＡＴを備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴを備え、前記第２のＲＡＴは、ＬＴＥ　ＲＡＴ
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ライセンスされていないスペクトルは、Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域を備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定し、ライセンスされていないスペクトル内で動作させるた
めの信号品質検出器と、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較するための信号品質比較器と
、
　前記比較および前記信号品質の履歴に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利
用する第２の無線のスキャンアクティビティを適応させ、ライセンスされていないスペク
トル内で動作させるための適応スキャナと、
　を備える、装置。
【請求項１２】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させるための周期インクリメンタ
　を備える、請求項１１に記載の装置。
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【請求項１３】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させるための周期デクリメンタ
　を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線を無効にするためのディセーブラ
　を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第１の無線
の接続を中断するためのインタラプタと、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させるための周期インクリメンタと、
　をさらに備える、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の無線のための前記信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線
のための誤ったチャネル品質レポートを送信するためのチャネル品質レポータと、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信するための受
信機と、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させるための周期デクリメンタと、
　をさらに備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記スキャンアクティビティを適応させることは、
　電力使用、または基地局の近接、またはこれらの組合せに少なくとも部分的に基づいて
前記スキャンアクティビティを適応させること
　を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定するための手段と、
　前記第１の無線のための前記信号品質を、しきい値と比較するための手段と、
　前記比較および前記信号品質の履歴に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利
用する第２の無線のスキャンアクティビティを適応させるための手段と、
　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させるための
手段と、
　を備える、装置。
【請求項１９】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値よりも大きいとき、前記第２の
無線のスキャン周期を増加させるための手段
　を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値以下であるとき、前記第２の無
線のスキャン周期を減少させるための手段
　を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
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　前記第２の無線の前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　前記第１の無線のための前記信号品質が、前記しきい値を上回るとき、前記第２の無線
を無効にするための手段
　を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記
第１の無線の接続を中断するための手段と、
　前記第１の無線の前記接続を中断すると、前記第２の無線の前記スキャンアクティビテ
ィを増加させるための手段と、
　をさらに備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質に少なくとも部分的に基づいて、前記
第２の無線のための誤ったチャネル品質レポートを送信するための手段と、
　前記誤ったチャネル品質レポートに応じて、基地局からメッセージを受信するための手
段と、
　前記受信されたメッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記第２の無線の前記スキ
ャンアクティビティを減少させるための手段と、
　をさらに備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２４】
　前記スキャンアクティビティを適応させるための前記手段は、
　電力使用、または基地局の近接、またはこれらの組合せに少なくとも部分的に基づいて
前記スキャンアクティビティを適応させるための手段
　を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２５】
　前記第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＴを備え、前
記第２のＲＡＴは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ＲＡＴを備える
、請求項１８に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第１のＲＡＴは、ＷＬＡＮ　ＲＡＴを備え、前記第２のＲＡＴは、ＬＴＥ　ＲＡＴ
を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ライセンスされていないスペクトルは、Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｕ－ＮＩＩ）帯域を備える、請
求項１８に記載の装置。
【請求項２８】
　モバイルデバイスにおけるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的なコンピ
ュータ読取可能な媒体であって、前記コードは、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用する第１の無線のための少なくとも１つのチ
ャネルのための信号品質を決定することと、
　前記第１の無線のための前記決定された信号品質を、しきい値と比較することと、
　前記比較および前記信号品質の履歴に少なくとも部分的に基づいて、第２のＲＡＴを利
用する第２の無線のスキャンアクティビティを適応させることと、
　ライセンスされていないスペクトル内で前記第１および第２の無線を動作させることと
、
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ読取可能な媒体。
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